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5
広報

今月号の主な内容
◎由良町の財政事情
◎行政機構図
◎交通規制へのご協力のお願い
◎マイナポータルをご存知ですか？
◎年に 1 回は総合健診を受診しましょう！！　ほか
◎平成 30 年度「健康日高 21」わっはっは笑いの大学 PartXI　ほか
◎平成 29 年度　住民基本台帳の閲覧の公表について　ほか
◎ J アラート訓練放送のお知らせ　ほか
◎お知らせ
◎平成 29 年度　由良町スポーツ賞表彰式について　ほか
◎ゆら部　～ Yura Love ～　ほか　
◎由良町５月カレンダー
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町
で
は
、
町
の
財
政
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
す
る
た
め
、
予
算
や
執
行

状
況
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
年
に
２
回
公
表
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
平
成
29
年
度
下
半
期
（
平
成
30
年
３
月
31
日
現
在
）
の
財
政
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※　

会
計
年
度
は
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
が
、
出
納
整
理
期
間
は
５
月
末
ま
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
受
入
れ
や
支
払
い
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
各
表
は
決
算
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。　

■特別会計

会計名
収入 支出

予算額 収入済額 予算額 支出済額

水道事業会計
収益的収支 2 億 3,050 万円 1 億 9,729 万円 2 億 3,050 万円 1 億 4,105 万円

資本的収支 1,650 万円 1,431 万円 5,750 万円 3,049 万円

一般会計とは別に、独立して管理を行う会計です。

町債

町税

国庫支出金

県支出金

財産収入

諸収入

地方消費税交付金

繰越金

その他

15 億 8,522 万円
15 億 7,497 万円

7 億 8,004 万円
7 億 5,530 万円

3 億 7,325 万円
2 億 6,249 万円

2 億 7,188 万円
1 億 3,745 万円

1 億         0 万円
9,908 万円

5 億 1,820 万円
1 億 2,710 万円

9,565 万円
9,565 万円

6,319 万円
3,828 万円

1,086 万円

578 万円

2 億 6,082 万円

9,611 万円

一
般
会
計
は
、
当
初
予
算
が

37
億
3
，
０
０
０
万
円
で
し
た
が
、

そ
の
後
補
正
を
行
い
、
39
億
７
，

１
８
０
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
28
年
度
か
ら
29
年

度
に
繰
越
し
た
予
算
額
が
８
，

７
３
１
万
円
あ
り
、
こ
れ
ら
を

加
え
た
最
終
予
算
額
は
40
億
５
，

９
１
１
万
円
と
な
り
ま
し
た
。
予

算
の
執
行
状
況
は
下
表
の
と
お
り

で
す
。 ■

一
般
会
計

　

皆
さ
ん
の
暮
ら
し
に
役

立
つ
身
近
な
仕
事
を
行
う

た
め
の
町
の
基
本
的
な
会

計
で
す
。

地方交付税

歳　入
予 算 額

収 入 済 額

40 億 5,911 万円

31 億 9,221 万円

財
政
事
情

（
平
成
29
年
度
下
半
期
）

由
良
町
の

会計名 予算額 収入済額 支出済額

国民健康保険特別会計 10 億 2,671 万円 8 億 3,412 万円 9 億 1,486 万円

後期高齢者医療特別会計 1 億 5,974 万円 1 億 5,154 万円 1 億 5,555 万円

介護保険特別会計 7 億 9,862 万円 5 億 9,990 万円 6 億 7,746 万円

公共下水道事業特別会計 6 億 9,467 万円 2 億 5,776 万円 4 億 5,289 万円

漁業集落環境整備事業特別会計 1 億 9,028 万円 5,997 万円 1 億 6,529 万円

合　計 28 億 7,002 万円 19 億   329 万円 23 億 6,605 万円
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町債

　町債は、主に学校や道路、下水道など生活環
境や都市基盤の整備にかかる費用をまかなう
重要な財源です。また、整備した施設を利用す
る将来の町民の皆さんにも、返済という形で費
用を負担していただくことで、世代間の負担の
公平化を図るという目的をもっています。　

町民１人あたりの町債残高

163 万円 （前年同期 157 万円）

区分 現在高 前年同期現在高

一般会計 46 億 2,450 万円 44 億 9,604 万円

特別会計 47 億 8,467 万円 47 億 8,134 万円

水道事業会計 2 億 1,835 万円 1 億 9,553 万円

合　計 96 億 2,752 万円 94 億 7,291 万円

※　町民１人あたりの金額は３月末現在の住民基本台帳人

口 (5,892 人 ) から算出した額です。

※　平成 30 年 3 月末現在一時借入金はありません。

基金

　基金は特定の目的のために必要な資金や、緊
急の財政支出に対応するための資金を管理し
ているものです。

区分 平成 30 年
3 月末現在高

平成 29 年
9 月末現在高

財政調整基金※ 11 億 3,503 万円 11 億 3,419 万円

土地開発
基金等※ 7,864 万円 8,172 万円

国民健康保険
基金等※ 5,601 万円 5,601 万円

下水道事業基金 ２億 8,436 万円 2 億 9,156 万円

合　計 15 億 5,404 万円 15 億 6,348 万円

※　財政調整基金・・・年度間の財源の不均衡を調整するため

に積み立てられた積立金のこと。

※　土地開発基金等・・・土地開発基金のほか減債基金、高齢

者福祉基金、ふるさとふれあい基金、教育振興基金を含む。

※　国民健康保険基金等・・・国民健康保険基金のほか介護給

付費準備基金を含む。

公有財産

区分 平成 30 年
3 月末現在高

平成 29 年
9 月末現在高

公共施設敷地 217,381 ㎡ 217,427 ㎡

宅地 65,838 ㎡ 65,838 ㎡

田、畑、山林 691,342 ㎡ 688,717 ㎡

雑種地（その他） 617,913 ㎡ 616,307 ㎡

建物 57,727 ㎡ 57,727 ㎡

物品（車両） 50 台 50 台

株券 239 万円 239 万円

出資による権利 6 億 6,352 万円 6 億 962 万円

9 億 9,715 万円
7 億 8,784 万円

6 億 6,354 万円
2 億 9,599 万円

5 億 5,614 万円
4 億    769 万円

4 億    111 万円
2 億 6,215 万円

3 億 8,501 万円
3 億 7,697 万円

2 億 9,851 万円
2 億 4,276 万円

2 億 4,233 万円
9,478 万円

2 億    269 万円
1 億 5,848 万円

    1 億 5,660 万円

1 億    789 万円

1 億 5,603 万円
1 億 2,908 万円

総務費

土木費

衛生費

公債費

教育費

災害復旧費

消防費

農林水産業費

その他

な
お
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ

の
会
計
年
度
（
４
月
１
日
～
翌
年

３
月
31
日
）
の
期
間
中
に
す
べ
て

の
収
入
・
支
出
の
事
務
を
完
了
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
５
月

31
日
ま
で
を
出
納
整
理
期
間
と
し

て
定
め
、
そ
の
間
に
収
入
・
支
出

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。こ

の
た
め
、
収
入
・
支
出
と
も

予
算
に
比
べ
て
低
い
項
目
が
あ
り

ま
す
。

歳
入
で
は
、
町
債
は
事
業
が
完

了
し
た
後
で
出
納
整
理
期
間
中
に

借
入
れ
を
行
う
こ
と
が
多
い
こ
と

か
ら
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

歳
出
で
は
、
衛
生
費
や
災
害
復

旧
費
な
ど
が
低
く
な
っ
て
い
ま

す
。

歳　出
予 算 額

支 出 済 額

40 億 5,911 万円

28 億 6,363 万円

民生費
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行政機構図 （人員配置図）

平成３０年４月１日現在

副町長 宮下 幸一朗

町 長

議会事務局

（６５－１１００）

町議会庶務

参　　 事
（ 局  長 ）

礒嵜　弘

主　　 査 石方　浩美

総務政策課

（６５－１８０１）

町総合戦略、 公害防止、
広報、 町有財産、 町営住
宅、 住宅耐震化、 ふるさ
と納税、交通、統計、消防、
行財政改革、 防災、 国民
保護、 区長会、 条例、 財
政、 大学のふるさと事業

課　　　 長 井筒　博紀

副 課 長 松下　利幸

課長補佐 坂本　忠司

主　　　 査 山口真由子

主　　　 査 寺井　一馬

主　　　 査 大谷　美和

主　　　 査 髙瀬　正俊

副 主 査 岡田　雄大

副 主 査 工德　勇人

主　　　 事 佐々木裕太

主　　　 事 津野　聖也

主　　　 事 弓場　寅貴

主　　　 事 川口　雄大

主　　　 事 峰岩　敏彦

主　　　 事 鈴木　弘幸

住民福祉課

（６５－０２０１）

戸籍、住民票、印鑑証明、
国民年金、 生活保護、 民
生児童委員、 児童手当、
高齢者福祉、障害者福祉、
狂犬病予防、 斎場、 廃棄
物等の処理、 国民健康保
険、後期高齢者医療保険、
介護保険、 感染症予防、
保健指導、 予防接種、 児
童福祉、 マイナンバー

課　　　 長 山口　 毅

副 課 長 中 井　 光 代

課長補佐 宮 本　 美 鈴

主　　　 査 平瓦　 淳

主　　　 査 野 田　 里 佳

主　　　 査 正 亀　 瑞 穂

主　　　 査 山 本　 浩 史

副 主 査 井 上　 智 哉

副 主 査 竹 中　 知 永

主　　　 事 中 村　 奈 央

主　　　 事 前 田　 和 亮

主　　　 事 松 下　 博 和

主　　　 事 藤 原　 志 帆

主　　　 事 浜 本　 恭 広

主　　　 事 小 藪　 桃 子

主　　　 事 石 橋　 一 恵

税 務 課

（６５－１８０２）

町税等の賦課徴収 ・ 滞納
処分、 租税教育、 税関係
の証明書発行

課 長 岡 﨑　 誠 一

副 課 長 瀬 戸　 直 樹

主　　　 査 古 部　 京 子

副 主 査 吉 村　 勇 己

副 主 査 小 田　 晋 也

主　　　 事 岩 﨑　 勇 樹

主　　　 事 岩 﨑　 阿 樹

（和歌山県へ派遣）

（再任用）

（保健師）

（保健師）

（保健師）

（保健師）

（再任用）

議　　会

畑中 雅央
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教育委員会

寒川　正美教育長

産業建設課

（６５－１２０３）

農業 ・ 林業 ・ 水産業の振
興、観光振興、鳥獣保護、
商工業の振興、自然公園、
道路、 橋梁、 河川、 治水、
漁港、 港湾、 各種工事の
計画検査等

課 長 上田　晃広

副 課 長 石方　繁光

課長補佐 菅原　美和

主 査 原　　 秀幸

主 査 数見　泰三

主 査 川口　友規

主 査 福村　優希

主 査

技 師 岡　　卓也

主 事 川﨑　翔太

主 事 原　 　 太一

主 事 寺田　祥平

技 師 山後　寛希

上下水道課

（６５－１８０４）

公共下水道事業、 漁業集
落排水事業、 上水道事業

課 長 中川　武

副 課 長 加辻　典明

課長補佐 白樫　泰文

主 査 稲垣　美香

主 査 原井　正明

主 査 坂口　暢一

主 査 川端　壽洋

副 主 査 杉本　浩士

技 師 玉置　光

出　 納　 室

（６５－１２０５）

現金等の出納 ・ 保管、 決
算

会計管理者 山本　恵子

主 査 山下　公一

主 事 福島　将人

教　 育　 課

（６５－１８００）

学校教育、 社会教育、 社
会体育、 学童保育、 文化
財及び文化施設、 ゆらこ
ども園、 支援センター

課 長 兼
指導主事

吉村　 元

副課長兼
指導主事

平 林　 大 輔

主 査 馬 場　 智 子

主 査 宮本百百代

主 査 東　　 節 子

主 査 山 下　 俊 之

副 主 査 松 村　 治 樹

主 事 塩 路　 智 之

主 事 新 田　 天 馬

主 事 山 後　 貴 史

主 事 岩 﨑　 勝 治

用 務 員 加 藤　 麗 子

用 務 員 饗 庭　 祐 子

（再任用）

（再任用）

（由良中学校）

（白崎小学校）

今田　愛

※機構改革により総務政策課、産業建設課及び住民福祉課に置いていた班については、

廃止しています。
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５月 20 日（日）は「オーシャンビューサイクルフェスタ白崎エンデューロ in 由良」開催のため次の

とおり全面通行止めとします。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。

日　時：5 月 20 日（日）　７時 15 分 ～ 13 時 50 分 　
場　所：県道御坊由良線　 大引地内
　　　　（白崎シーサイドハイツ白崎荘登り口付近から白崎海洋公園まで）

由良町サイクリング＆ウォーキングイベント実行委員会事務局（総務政策課内）
（ＴＥ L ６５－１８０１) までお問い合わせください。

交通規制へのご協力のお願い
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　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

マイナポータルをご存知ですか？

●マイナポータルとは

政府が運営するオンラインサービスです。

マイナンバーカードを利用して子育てに関する行政手続等をご自宅のパソコンやマイナンバー

カードに対応しているスマートフォンで行うことができます。

※　パソコンからマイナポータルを利用される場合は、アプリケーションソフトウェア「マイナポー

タルＡＰ」をダウンロードし、マイナンバーカードに対応するＩＣカードリーダライタが必要です。

●子育てワンストップサービスとは

マイナポータルの機能の１つで子育てに関する手続等の検索やオンライン申請ができるサービス

です。

４月時点では妊娠届や児童手当、児童扶養手当の現況届、保育施設の利用申込み等の申請や届出

ができます。なお、手続によっては添付書類を別途提出する必要があります。

　　マイナンバーカードをまだお持ちでない方は無料で申請できます。

マイナンバーカードの申請方法

・郵便

個人番号カード交付申請書にご記入、押印し、顔写真を貼り付けて送付用

封筒に入れて、郵便ポストへ投函します。

・パソコン

デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。交付申請用のＷＥＢサイトにアクセス

し必要事項を入力の上、顔写真を添付して送信します。

・スマートフォン

スマートフォンのカメラで顔写真を撮影し、交付申請書のＱＲコードを読み込み申請用ＷＥＢサイ

トにアクセスします。必要事項を入力の上、顔写真を添付して送信します。

・証明用写真機

タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、交付申請書のＱＲコードをバーコードリーダー

にかざします。必要事項を入力の上、顔写真を撮影して送信します。

※　住所や氏名に変更があった場合は、通知カードに同封の申請書は使用できません。

　　　マイナンバーカードは申請からお手元に届くまで約１か月かかります。
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総合健診の日程

日　程 場　所 受付時間
５月 20 日（日） 由良町立武道館

午前７時～午前９時

５月 26 日（土） 由良体育センター
６月 17 日（日） 衣奈会館
6 月 30 日（土） 白崎小学校
８月 19 日（日） 衣奈会館
９月   2 日（日） 由良体育センター

　昨年受けた健診で異常がなくても、からだの状況は変化します。
毎年定期的に受けて、からだの異常を示すサインを見逃さないようにしましょう。

後期高齢者医療制度にご加入の皆さまへ

後期高齢者医療の医科健康診査・歯科健康診査のご案内

生活習慣病の早期発見のため、健康診査を受診しましょう。
5 月下旬頃、対象者の方全員に受診券を直接送付します。

医科健康診査 歯科健康診査

検査（健診）項目

【基本項目】
問診、計測（身長、体重、BMI、血圧）、
診察（身体診察）、血液検査（脂質、肝機能、
糖代謝）、尿検査（糖、蛋白）

【医師が必要と判断した方への追加項目】
貧血検査（血色素量、赤血球数、ヘマト
クリット値）、心電図検査、眼底検査、血
清クレアチニン検査）

問診、口腔診断（歯の状態、歯周組織の
状況、口腔衛生状況、噛み合わせ、口腔
乾燥、粘膜の異常）、口腔機能検査（噛む
能力、舌機能、嚥

え ん げ

下（飲み込み）機能）

対象者 後期高齢者医療被保険者
平成 30 年３月末で 75 歳、80 歳、85 歳
の方と 90 歳以上の方

自己負担額 無料
実施期間 平成 30 年６月１日～平成 31 年２月 28 日

実施場所
受診券に同封する一覧表に記載された医
療機関（町の総合健診と同じ日程でも受
診可能）

受診券に同封する一覧表に記載された医
療機関

持ち物 保険証、受診券、受診票（問診票）
◯　既に同様の検査を受けている場合は、受診する必要はありません。
◯　生活習慣病の治療などで定期的に医療機関を受診している方は、主治医に相談してください。

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）又は和歌山県後期高齢者
医療広域連合（ＴＥＬ０７３－４２８－６６８８）までお問い合わせください。

あなたと家族の健康のために、健診の活用を

年に１回は総合健診を受診しましょう！！

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。
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　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

地域 ･ 職域における健康づくりを推進するため、生活習慣改善の普及 ･ 啓発等、地域活動に携わる人材
の育成・確保を行うことを目的として開催します。　

　場　所：御坊保健所
　対象者：①御坊保健所管内に居住する方 

②５回の講座を原則全て受講できる方
③大学終了後において、地域・職域等での健康づくりを推進するヘルスメイト・健康推進員と

して地域活動に参加する意志を有する方（現在、ヘルスメイト等で活躍されている方も可能
です。）

　募集人数：35 名　（参加ご希望の方は、5 月 28 日（月）までに住民福祉課へお申込みください。）
　講義内容及び日程

平成 30年度「健康日高 21」　わっはっは笑いの大学PartXI
（食生活改善推進員 (ヘルスメイト )・健康推進員養成講習会）開催要領

日　時 項　目 講座内容 講　師

1 6 月 19 日 ( 火 )
13:30 ～ 16:00

開講式

健康日高 21（第 2 次）
と管内の健康状況生活
習慣予防について

笑いと健康

オリエンテーション

・健康日高 21( 第 2 次 )
管内の健康状況と生活習慣予防に
ついて

・「ラフターヨガ ( 笑いヨガ ) で若返
ろう」
～笑顔美人・美男になりましょ
う！～

御坊保健所長

ラフターヨガ講師

2 7 月 10 日 ( 火 )
13:30 ～ 16:00

管内の各種健診
歯と口の健康

・管内各市町健康状態と各種健診
・歯と口の健康づくり

管内各市町健診担当
県健康推進課
　歯科医師

3 8 月 28 日 ( 火 )
13:30 ～ 16:00

食品衛生と健全な生活
環境

身体活動・運動

・食中毒予防と食品添加物の知識
・「ロコモチェックをしてみよう」

～今日からやろうロコモトレーニ
ング～　

衛生環境課担当
運動インストラクター

4 9 月 12 日 ( 水 )
13:30 ～ 16:00

生活習慣病予防につな
がる食事

・健康と栄養・食生活
・調理実習（バランス食）

在宅栄養士会

5 10月10日(水)
13:30 ～ 16:00

地区組織活動

修了式

・食生活改善推進員（ヘルスメイト）
の活動事例紹介

・地域の健康づくりを考えよう（グ
ループワーク）

修了証書授与

各市町食生活改善推進
員

ＺＴＶ回線経由　11チャンネルにて

「由良町歌でストレッチ」「由良町健康いきいき体操」放送中
　
放送時間　　　午前 10時・午後３時・午後８時

運動不足を自覚している皆さま、自宅でできる体操を紹介します！！運動不足を自覚している皆さま、自宅でできる体操を紹介します！！
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　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

　詳しいことについては、税務課（ＴＥＬ６５－１８０２）までお問い合わせください。

住民基本台帳の閲覧は、国又は地方公共団体が法令で定める事務の遂行に必要である場合や世論調査・
学術研究など公益性の高い場合にのみ認められています。

本町では、平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの間に２件の閲覧がありましたので、住
民基本台帳法第 11 条第３項及び第 11 条の２第 12 項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の
写し等の交付に関する省令第３条の規定に基づき、次のとおり公表します。

※　町税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

平成 30年度　税納期限一覧表

平成 29年度　住民基本台帳の閲覧の公表について

町・県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税

平成 30 年   5 月 31 日 第 1 期 全期分

平成 30 年   7 月   2 日 第 1 期 第 1 期

平成 30 年   7 月 31 日 第 2 期 第 2 期

平成 30 年   8 月 31 日 第 2 期 第 3 期

平成 30 年 10 月   1 日 第 3 期 第 4 期

平成 30 年 10 月 31 日 第 3 期 第 5 期

平成 30 年 11 月 30 日 第 6 期

平成 30 年 12 月 25 日 第 4 期 第 7 期

平成 31 年   1 月 31 日 第 4 期 第 8 期

平成 31 年   2 月 28 日 第 9 期

平成 31 年   4 月   1 日 第 10 期

閲覧者氏名
（法人の場合は代表者又は 
   管理者名）

請求事由・利用目的概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

自衛隊和歌山地方協力本部
責任者　錦織　誠 自衛官及び自衛官候補生等

の募集案内の送付のため 平成 29 年４月 21 日

全地区
平成 11 年４月２日～平
成 12 年４月１日生まれ
の男女 62 名
平成 14 年４月２日～平
成 15 年４月１日生まれ
の男 35 名

株式会社ビデオリサーチ
代表取締役社長　加藤　讓

日本たばこ産業株式会社が
実施する 2018 年「全国た
ばこ喫煙者率調査」の対象
者抽出のため

平成 30 年１月 23 日 阿戸地区
男女 20 名

※　口座振替日に関しては、各納期限日となります。
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　詳しいことについては、教育委員会教育課（ＴＥＬ６５－１８００）までお問い合わせく
ださい。

平成 30 年４月から県の施策で、年収 360 万円未満相当の世帯を対象に認可保育所等に通う２子目の
児童の利用者負担額の無償化が実施されています。

本町では独自の施策として、県が実施している年収による制限を撤廃し、２子目の児童の利用者負担額
を無償にします。

　
※　認可保育所等とは国及び市町村の定める施設の設置基準を満た

し、認可及び確認を受けている教育、保育施設です。
※　認可保育所等に在園されている児童の平成３０年度利用者負担

額については、既に減額措置を適用しています。
※　認可外保育所等（児童発達相談センター及び認可保育所以外）

に通う児童の利用者負担額の無償化を受けるためには、事前に申
請が必要となります。

ゆらこども園を含む認可保育所等の利用者負担額減額措置
（２子目無償化）を実施します

Ｊアラート訓練放送のお知らせ

地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム（J アラート）を用いた訓練放送を
行います。

（１）日　　時　　５月 16 日（水）　午前 11 時頃
（２）放送内容　　町内に設置している屋外スピーカーから、一斉に放送されます。

※　J アラートとは、地震や津波、武力攻撃などの緊急情報を、国から人工

衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

　詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０1）までお問い合わせください。

上りチャイム音→「これは、Ｊアラートのテストです。」3 回

→「こちらは、防災由良町です。」→下りチャイム音
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知
ら
せ

お

り
災
証
明
書
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
は

口
座
振
替
が
お
得
で
す

地
震
、土
砂
災
害
、風
水
害
な
ど
の
自
然
災
害
に
よ
り
、

家
屋
の
損
壊
な
ど
の
被
害
を
受
け
た
場
合
に
「
り
災
証

明
書
」
の
発
行
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
り
災

証
明
書
」
は
、
税
の
減
免
、
資
金
融
資
な
ど
の
被
災
者

支
援
対
策
や
保
険
金
の
請
求
等
に
利
用
で
き
ま
す
。

◆
対
象　

住
家
及
び
非
住
家
の
被
害

◆
申
請
期
間　

原
則
被
災
日
か
ら
１
か
月
以
内

◆
被
害
程
度
判
定　

全
壊
、
大
規
模
半
壊
、
半
壊
、
一

部
損
壊
、
床
上
浸
水
、
床
下
浸
水

※　

証
明
書
の
発
行
に
あ
た
っ
て
は
、
職
員
に
よ
る

現
地
調
査
を
実
施
し
て
被
害
の
程
度
を
判
定
し
ま

す
の
で
、
被
災
か
ら
一
定
期
間
を
経
過
し
て
い
る

も
の
や
既
に
修
理
済
み
の
も
の
な
ど
、
現
地
調
査

に
よ
り
被
災
の
程
度
が
確
認
で
き
な
い
も
の
は
証

明
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

総
務
政
策
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
１

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
は
、
口
座
振
替
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
、
保
険
料
が
自
動

的
に
引
き
落
と
さ
れ
る
の
で
、
金
融
機
関
な
ど
に
行
く

手
間
が
省
け
る
上
、
納
付
漏
れ
も
な
い
た
め
と
て
も
便

利
で
す
。

ま
た
、
口
座
振
替
に
は
、
当
月
分
保
険
料
を
当
月
末

に
振
替
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
（
基
本
は
当
月
分
を
翌

月
末
に
納
付
）、月
々
５
０
円
割
引
さ
れ
る
「
早
割
制
度
」

町
税
の
納
期
限

◯
固
定
資
産
税　
　
　

第
１
期

◯
軽
自
動
車
税　
　
　

全
期
分

　

税
務
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
２

５
月
31
日
（
木
）

問危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

撤
去
費
等
の
助
成

本
町
で
は
、
避
難
路
（
災
害
時
に
お
い
て
、
不
特
定

多
数
の
方
が
避
難
す
る
た
め
に
利
用
す
る
道
）
に
面
し

た
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
や
フ
ェ
ン
ス
へ
の
交

換
、
補
強
に
対
す
る
補
助
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
塀
の
種
類　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
レ
ン
ガ

塀
、
石
塀　

等

◆
対
象
の
塀　

避
難
路
に
面
す
る
塀
で
危
険
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
た
も
の

◆
対
象
の
事
業

①　

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去

②　

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
改
善

③　

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
補
強

◆
補
助
額

①　

撤
去
費
又
は
１
万
円
×
長
さ
（
ｍ
）
の
低
い
方

の
金
額
の
１
／
２
（
最
大
10
万
円
）

②　

塀
の
改
善
費
又
は
２
万
円
×
長
さ
（
ｍ
）
の
低

い
方
の
金
額
の
１
／
２
（
最
大
20
万
円
）

③　

補
強
費
又
は
１
万
円
×
長
さ
（
ｍ
）
の
低
い
方

の
金
額
の
１
／
２
（
最
大
10
万
円
）

総
務
政
策
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
１

自
動
通
話
録
音
機
を
設
置
し
ま
せ
ん
か

振
り
込
め
詐
欺
や
特
殊
詐
欺
等
の
被
害
、
悪
質
商
法

等
に
よ
る
消
費
者
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
警

告
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
録
音
機
能
付
き
の
自
動
通
話
録
音
機

を
お
貸
し
し
ま
す
。

貸
与
か
ら
１
年
経
過
す
れ
ば
録
音
機
は
無
償
で
譲
渡

し
ま
す
。

◆
対
象
者

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方

65
歳
以
上
の
み
の
世
帯
の
方

平
日
の
日
中
に
65
歳
以
上
の
方
の
み
と
な
る
こ
と
が

常
態
で
あ
る
世
帯
の
方

総
務
政
策
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
１

問問

問
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や
、
現
金
納
付
よ
り
も
割
引
額
が
多
い
、「
６
か
月
前
納
」

「
１
年
前
納
」「
２
年
前
納
」
も
あ
り
大
変
お
得
で
す
。

口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、
納
付
書
又
は
年
金
手

帳
、
通
帳
及
び
金
融
機
関
届
出
印
を
持
参
の
上
、
ご
希

望
の
金
融
機
関
、
住
民
福
祉
課
又
は
田
辺
年
金
事
務
所

へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

田
辺
年
金
事
務
所 

☎ 

０
７
３
９
（
２
４
）
０
４
３
２

６
月
１
日
の
、「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
に
合
わ
せ
て
、

人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

女
性
、
子
ど
も
及
び
高
齢
者
等
を
巡
る
人
権
の
問
題

や
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
身
近
な
こ
と
で
困
っ
て

い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
一
人
で
悩
ま
ず
気
軽
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

６
月
１
日
（
金
）　

　
　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

◆
場
所　

役
場　

１
階
相
談
室

◆
内
容　

悩
み
ご
と
、
困
り
ご
と
、
人
権
相
談

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

問
人
権
相
談

母
の
日
参
り
を
ご
存
知
で
す
か
？

「
母
の
日
」は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
が
、

「
母
の
日
参
り
」
は
、「
母
の
日
」
の
原
点
に
帰
り
、
今

の
私
達
へ
と
繋
が
る
す
べ
て
の
母
に
感
謝
し
、家
族
揃
っ

て
お
墓
参
り
を
す
る
こ
と
で
、
家
族
の
絆
を
深
め
よ
う

と
い
う
行
事
で
す
。

「
母
の
日
参
り
」
が
新
た
な
日
本
の
文
化
と
な
り
、
お

彼
岸
や
お
盆
の
よ
う
に
お
墓
や
仏
壇
が
美
し
い
花
で
飾

ら
れ
、
家
族
を
思
い
や
り
、
故
人
を
忍
ぶ
心
を
受
け
継

い
で
い
き
た
い
と
の
想
い
か
ら
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
か
ら
母
の
日
ま
で
の
間
、
家

族
揃
っ
て
「
母
の
日
参
り
」
に
出
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

母
の
日
参
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
事
務
局

☎
０
７
３
９
（
７
２
）
３
９
５
５

問

住民福祉課に保健師として配属されました、石橋一恵です。

保健師として仕事をするのは初めてで、分からないところもあ

りますが、町民の皆様のお役に立てるよう頑張りますのでよろし

くお願いします。

住民福祉課　保健師

主事　石
いしばし

橋　一
か ず え

恵

新規採用職員紹介

問
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３月 25 日（日）役場にて、平成 29 年度由良町スポーツ賞表彰式を開催しました。
今年度はスポーツ賞２名、スポーツ奨励賞 11 名及び２団体が受賞されました。
受賞者は次のとおりです。（敬称略）

平成 29 年度
　由良町スポーツ賞表彰式について

３月 23 日（金）に和歌山県消防功労者定例表彰式が行われ、
長年、消防団活動や地域の防火啓発に尽力したとして、由良
町消防団副団長の大江俊博氏が日本消防協会精績章を受賞さ
れました。大江副団長は受賞に際し「今回、精績章をいただ
き身に余る光栄であります。消防団に入団して以来、43 年間
勤めて来られたのは諸先輩方や関係者の皆様のご指導の賜物
と感謝しています。この受賞を励みとし、より一層地域防災
のため力を尽くしていきます。」と述べられました。

大
お お え
江俊

としひろ
博氏が日本消防協会精績章を受賞されました

受賞した大江副団長（左）

★スポーツ賞
【硬 式 野 球】　高

た か せ

瀨  宗
そういちろう

一郎
【日 本 拳 法】　山

やまもと

本  佳
けいせい

生
★スポーツ奨励賞
【硬 式 野 球】　西

にしかわ

川  透
と う あ

充　小
こばやし

林  白
は く ひ

彪　榎
え ち

地  亨
きょうすけ

介
【柔 道】　中

な か の

野  貴
た か お

雄　岸
き し べ

邉  大
や ま と

翔　寺
て ら い

井  琉
りゅうと

斗
【陸 上 競 技】　（短距離）寺

てらした

下  公
こ う き

貴　 （投てき）石
いしかた

方  天
あ ま み

海
【弓 道】　白

しらかし

樫  蓮
れん

【バドミントン】　松
まつした

下  羽
う い

衣　松
まつした

下  真
ま い

衣
【バレーボール】　由

ゆ ら

良アタッカーズ（団体名）
　　　　　　　　　 橋

はしもと

本  萊
らいせい

生　中
なかもと

本  鷹
たかみち

道　岩
いわした

下  義
と も や

哉　林
はやし

  建
こんひょん

亨　林
はやし

  奎
きゅよん

演
【ゲートボール】　由

ゆ ら

良みなと（団体名）
　　　　　　　　　 浅

あさやま

山  朝
あ さ こ

子　志
し が

賀  幸
さ ち こ

子　長
ながはま

浜  勝
か つ こ

子　坂
さかうえ

上  茂
し げ よ

代　神
こ う の

野  良
よ し こ

子
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部員No.025

ゆら部  ～ Yura Love ～

住 民 全 員 顔 見 知 り 作 戦

◯お 名 前　　大
おおかわ

川　博
ひろゆき

之さん
◯年 齢　　40 代
◯ご 職 業　　飲食業
◯お住まい　    柳原区
◯頑張っていること・続けていること
　由良町商工会青年部での PR 活動
◯由良町の好きなところ
　地元の人々とのつながり　ゆらの助　白崎海岸
◯広報誌読者の方へ

飲食店をしているので気軽に食べに来てください。アオリイカ釣り
名人のおっちゃんと天然のおばちゃんが相手してくれます（笑）

～ ゆらこども園通信 ～
４月２日から新年度がスタートしました。進級

した子どもたちは、１つお兄さん、お姉さんにな
りました。小さな子が泣いていると「大丈夫？」
と優しく声をかけるその姿は、とても頼もしいで
す。４月７日には、新乳幼児の入園式を執り行い
ました。子どもたちが大きく成長できるよう、保
育の中で、一人ひとりに寄り添いながら基本的な
生活習慣の確立を進めていきます。

自衛官募集相談員の紹介 !!
４月 11 日（水）に自衛官相談員の委嘱式が行われ、前回に引き続き、井上　充明さん（由良町里）

に委嘱されました。
自衛官募集相談員は、自衛官志願者と町、自衛官との架け橋となり、自衛隊に関する情報提供、相談、

アドバイスなどを行っています。自衛隊への入隊を目指している方、興味のある方は、井上さん（Ｔ

ＥＬ６５－１４７５）までお気軽にご相談ください。

　井
いのうえ

上　充
みつあき

明　氏 自衛官募集相談員の委嘱式

　詳しいことについては、井上相談員又は自衛隊御坊地域事務所（ＴＥＬ２３－００２０) ま
でお問い合わせください。
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広
報　

ゆ
ら

由良町カレンダー

　ごみ収集日１の地区…横浜・網代・衣奈・小引・戸津井・三尾川・糸谷・吹井・柳原・黒田
　ごみ収集日２の地区…里・南・阿戸・江ノ駒・門前・畑・中・大引・神谷
　※ごみは、収集日当日の午前２時までに所定の場所にお出しください。	 	
　詳しいことについては、役場（ＴＥＬ６５－０２００）までお問い合わせください。

月号

NO.

✂

✂

✂

『防災無線』電話で確認サービス（無料）

ＴＥＬ　０１２０－００１－６８７

発行　由良町総務政策課
和歌山県日高郡由良町大字里１２２０番地の１
TEL　０７３８－６５－０２００
ホームページアドレス
http://www.town.yura.wakayama.jp/

由良町の人口と世帯

2018年

5

336

（　）前月比
平成 30 年 3 月末現在

人口 5,892 （－ 57）
男性 2,895 （－ 27）
女性 2,997 （－ 30）
世帯数 2,725 （－   9）

1 火
可燃
２

2 水
プラス

チック

3 木
・憲法記念日 可燃

１

4 金
・みどりの日 可燃

２

5 土
・こどもの日
・由良町戦没者追悼法要

6 日

7 月
可燃
１

8 火
・健康相談（衣奈会館） 可燃

２

9 水 不燃

10 木
・健康相談（中央公民館） 可燃

１

11 金
可燃
２

12 土

13 日
・廃品回収（白崎小学校区）

14 月
可燃
１

15 火
可燃
２

16 水
・粗大ごみ（横浜） 資源

１

17 木
可燃
１

18 金
可燃
２

19 土

20 日
・オーシャンビューサイクルフェスタ
 　白崎エンデューロ in 由良

・総合健診（武道館） ・運動会（由良小・衣奈小）

21 月
可燃
１

22 火
可燃
２

23 水
・粗大ごみ（神谷・糸谷・吹井） 資源

2

24 木
可燃
１

25 金
可燃
２

26 土
・総合健診（由良体育センター）

27 日
・運動会（白崎小）

28 月
可燃
１

29 火
可燃
２

30 水

31 木
・固定資産税　第１期納期限
・軽自動車税　全期分納期限 可燃

１


